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函館市の子ども・子育て支援施策（新規・拡充）について

（子ども未来部所管分）

入学準備給付金（小・中学校）

子育て家庭への経済的支援につながる取り組みとして，小・中学校に入学する子どもがいる世帯

に入学準備金を給付する。

入学準備給付金の概要

１ 給付対象者

本市に居住し，小・中学校へ新入学となる子どもの保護者

＊所得制限を設定：保護者の所得合計額２６６万円（給与収入４００万円）以下

＊多子世帯（第３子以降）の子どもが小・中学校に新入学する場合は所得制限なし

２ 給付金額

市民税非課税世帯 子ども１人につき２０，０００円（生活保護世帯は対象外）

市民税課税世帯 子ども１人につき３０，０００円

＊市民税非課税世帯等の教育委員会による就学援助の対象となる世帯は子ども１人

につき２０，０００円

３ 給付予定時期

平成２８年３月（予定）

補正予算額 ５５，５５５千円（給付金 ４１，８００千円 事務費 １３，７５５千円）

＊全額一般財源

地域放課後児童健全育成事業費（学童保育）

学童保育所を利用する保護者の経済的負担の軽減や職員の処遇改善等を図るため，各学童保育所

への委託料等の増額を行う。

補正予算の主な内訳

１ 学童保育料の軽減

児童１人あたり月額２，０００円（年額２４，０００円）の軽減

２ 職員処遇改善費の委託料への加算

利用児童数に応じ，児童１人あたり年額２４，０００円を委託料に加算

３ 設備整備補助金

施設の設備整備のため，１クラブあたり４２，０００円を上限に補助

補正予算額 １０２，３９１千円 ＊特定財源 国・道支出金 38,190千円

寄付金 2,009千円

（当初予算と合わせた予算額 ４７６，２９０千円）
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マザーズ・サポート・ステーション事業費

女性が抱える結婚・妊娠・出産・子育て，さらには子育てと仕事の両立など様々な不安や悩み

などの相談に対応するため，総合保健センター内に「マザーズ・サポート・ステーション」を

設置する。

マザーズ・サポート・ステーションの概要

１ 運営体制

・子ども未来部母子保健課内に設置

・専用電話・電子メールおよび相談窓口を開設

・助産師や保健師等の専任相談員による対応

《想定される相談内容》 結婚・妊娠・出産の悩み

子育てや子どもの発達についての不安

子育てと仕事の両立 など

２ 開設時期

平成２７年１０月（予定）

補正予算額 １，５００千円 ＊全額一般財源

産前・産後ケア事業費

① 母子保健相談支援の強化

助産師等が全ての妊婦に対して面接・電話相談等を行い，状況把握や相談支援を行う。

必要に応じて，地区担当の保健師や医療機関等と連携し，継続的な支援を行う。

② 宿泊型産後ケアの実施

出産後の母親と乳児を産科医療機関に一定期間宿泊させ，助産師等の専門職が母体の体力回復

や母体・乳児のケアを実施するとともに，その後の育児に資する保健指導を行う。

補正予算の内訳

母子保健相談支援の強化 相談員委託料等 ７５９千円

宿泊型産後ケアの実施 医療機関への委託料等 １，５５２千円

補正予算額 ２，３１１千円 ＊特定財源 国・道 １，２７９千円



- 3 -

特定教育・保育質向上事業費

子ども・子育て支援新制度に移行した特定教育・保育施設（幼稚園，認定こども園，保育所）

において，特色ある教育・保育の提供を行うことを目的として，国の職員配置基準を上回る配置

を積極的に行う施設に対して支援を行う。

＊配置基準を上回る職員１名～２名に対し，人件費の一部を支援

補正予算の内訳

幼稚園 ４園 ６，８１８千円

認定こども園 ６園 ６，８１９千円

保育所 ４０園 ６３，２６７千円

補正予算額 ７６，９０４千円 ＊全額一般財源

奨学資金貸付金

時代に即した奨学金制度の構築を行うため，奨学金貸与月額上限額の見直しなどの制度改正を

行う。

制度見直しのポイント

１ 貸与月額上限額の見直し

国公立大学 現行 １７，０００円 → 改正後 ３０，０００円

私立大学 現行 １９，０００円 → 改正後 ４０，０００円

専修学校（専門課程） 現行 １７，０００円 → 改正後 ３０，０００円

２ 返還期間の上限延長 現行１５年 → 改正後２０年

＊貸与総額が１５０万円を超えた場合のみ

３ 貸与月額の選択制の導入 １万円単位で希望額を選択

＊制度見直しにあたっては，「函館市奨学金貸与条例」の一部改正を６月定例会に提案予定。

補正予算額 １，３１６千円 ＊奨学資金特別会計予算 奨学基金を活用

（当初予算と合わせた予算額 １９，０２８千円）
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障害児保育運営事業費補助金

幼稚園型認定こども園の保育所機能部分において障がい児を２名以上受け入れる施設に対して

補助を行う。

＊保育所・幼保連携型認定こども園・幼稚園については，従来から市または道の補助対象

補正予算の内訳

１ 補助対象施設

幼稚園型認定こども園 ４施設

２ 補助内容

対象児童１人につき，月額７０，０００円を補助

補正予算額 ６，７２０千円 ＊特定財源 国・道支出金 ４，１７８千円

（当初予算と合わせた予算額 ４２，０００千円）

病児保育事業費

病児保育実施施設において，感染症の流行状況や予防策等の情報提供，保育所等への巡回支援

を実施する場合に補助を行う。

補助対象となる施設

１施設（病児保育室「りんごっこ」 あんざいクリニックが運営）

補正予算額 ２，４１７千円 ＊特定財源 国・道支出金 １，６１０千円

（当初予算と合わせた予算額 １２，９５８千円）

実費徴収に係る補足給付事業費補助金

生活保護世帯等の支給認定保護者に対して，給食費や教材費等の補助を行う。

補正予算の内訳

幼稚園 給食費・教材費等 4,500円／人 対象 ４人（推計） ３３６千円

保育所 教材費等 500円／人 対象２７５人（推計） １，６５０千円

補正予算額 １，９８６千円 ＊特定財源 国・道支出金 １，３２４千円


